
防衛計画の大綱 

中期防衛力整備計画 

年  度  予  算 

防衛力の在り方と保有すべき防衛力の水準を規定 

５ヵ年間の経費の総額(の限度)と主要装備の整備数量を明示 

情勢等を踏まえて精査の上、各年度毎に必要な経費を計上 

     予算となり、事業として具体化 

防衛計画の大綱・中期防衛力整備計画の位置付け 

いわば中期的なフロー      示された防衛力の水準の達成 

○ 各種防衛装備品の取得や自衛隊の運用体制の確立等は一朝一夕にはできず、長い年月を

要する。そのため、防衛力整備は、中長期的見通しに立って行うことが必要。 

○ このため、政府として、昭和５２年度以降、防衛計画の大綱（「大綱」）を定めて我が国の安全

保障の基本方針や防衛力整備目標を示すとともに、昭和６０年度まではいわゆる「ＧＮＰ１％枠」

のもとで、昭和６１年度以降は５年間を対象とする中期防衛力整備計画（「中期防」）を策定し、

同計画に従って、それぞれ各年度の防衛力整備を実施。 

○ 大綱及び中期防は、いずれも安全保障会議における審議・決定を経て、閣議決定される文書。 

いわばストック 

位置づけ・意義 

防衛計画の大綱と中期防、年度予算の関係 
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－「平成８年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（7.11.28）－ 
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－「平成１７年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（16.12.10）－ 
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 １０ 

 １５ 

 ２０ 

１３中期防（政府５か年計画）(12.12.15） 

 １７中期防（政府５か年計画）（16.12.10) 

 ４０ 

 ４５ 

 ５０ 

 ６０ 

平成 元年 

５  

 ６１中期防（政府５か年計画）(60.9.18)（ＧＮＰ比1.02％） 

 ０３中期防（政府５か年計画）(2.12.20) 

 ０８中期防（政府５か年計画）（7.12.15) 

 一次防（政府３か年計画）(32.6.14) 

 二次防（政府５か年計画）(36.7.18) 

 三次防（政府５か年計画）(41.11.29) 

 四次防（政府５か年計画）（47.2.8) 

 ５３中業（防衛庁内部資料） 

 ５６中業（防衛庁内部資料） 

 ０８中期防（政府５か年計画）見直し(9.12.19) 

 ０３中期防（政府５か年計画）修正(4.12.18) 

「弾道ミサイル防衛システムの整備等について｣（15.12.19） 

 「当面の防衛力整備について（ＧＮＰ１％枠）」(51.11.5) 

 「今後の防衛力整備について」決定(62.1.24) 
 「平成３年度以降の防衛計画の基本的考え方について」(2.12.19) 

（参考） 

 １７中期防（政府５か年計画）見直し(20.12.20) 

これまでの防衛力整備計画の推移 

22 「平成22年度の防衛力整備等について」(21.12.17) 

－「平成２３年度以降に係る防衛計画の大綱」策定（22.12.17）－ 
23 

27 

 ２３中期防（政府５か年計画）（22.12.17) 

 ２２ 
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